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日本棋院棋士採用規程 

 

2025年2月4日改定 

 

本規程は､公益財団法人日本棋院が棋士を採用する方法､年齢､人数と採用後の棋士の資格等を定め

る｡本規程は｢総則｣及び｢細則1~細則8｣から成る｡ 

 

総 則 

 

第1条(目的) 

公益財団法人日本棋院は､囲碁界の発展のために､日本棋院が管理運営する棋戦に参加資格を

有する日本棋院所属の棋士を毎年4月1日付で採用する｡ 

 

第2条(採用種別) 

採用棋士の種別は､正棋士､女流特別採用棋士､女流特別採用推薦棋士､外国籍特別採用棋士､

英才特別採用推薦棋士とする｡なお､本規程における｢外国籍｣とは､囲碁先進国･地域〔日本､

中国(中華人民共和国)､韓国(大韓民国)､台湾(中華民国)､北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)〕以

外の国籍を指す｡ 

 

第3条(採用棋士) 

棋士の採用は､院生で所定の成績を収めた者､採用試験で所定の成績を収めた者､ 

あるいはﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ監督､ｺｰﾁに認められた者で､審査会にて承認された者とする｡ 

 

第4条(採用試験受験資格) 

(1) 日本棋院の院生で､所定の成績を収めた者は､それぞれの所属でその受験資格を有する｡ 

(2) 院生以外の受験者(外来受験者)で棋譜審査に合格した者は､採用試験に参加することが

できる｡ 

(3) 外来受験者は原則として日本国籍を有する者とする｡但し､日本国籍を有していない者

でも､日本棋院の院生経験者および日本の義務教育課程(小学校及び中学校)を修了した

者は受験資格を有する｡ 

(4) 外国籍で外来受験者として受験希望する者は､在留ｶｰﾄﾞを取得してから出願締切日まで

に 6 ヶ月以上経過し､その間は日本に在住していた者に限り､個別に常務理事会で参加

の可否を判断する｡ 

(5) 日本棋院以外の国内外ﾌﾟﾛ団体〔現時点においては､関西棋院､および中国(中華人民共和

国)､韓国(大韓民国)､台湾(中華民国)のﾌﾟﾛ団体を意味する〕から囲碁棋士段位を取得した

ことがあると日本棋院が判断した者は受験することができない｡なお､この参加の可否

は､個別に常務理事会で判断する｡ 

 

第5条 (採用試験受験方法) 

外来受験希望者は､棋譜審査の上､採用試験を受験することができる｡ 

(1) 受験希望する場所(東京本院･関西総本部･中部総本部いずれか一箇所)に棋譜審査料を
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添えて､所定の期日までに申し込むこと｡但し､関西総本部､中部総本部は外来試験を隔

年毎に行うものとする｡ 

申し込みの際は次の各号に掲げる書類を提出しなければならない｡ 

① 棋士採用試験願書 

② 戸籍謄本もしくは抄本と住民票､または在留ｶｰﾄﾞの写し 

③ 履歴書(写真貼付) 

④ 健康診断書 

⑤ 最近の自戦棋譜2通 

(2) 棋譜審査に合格した者は､所定の期日までに受験料を添えて申し込むものとする｡ 

 

第6条(採用年齢)  

棋士の採用年齢は次の通りとする｡ 

(1) 棋士として採用する者の年齢は､男女共に採用時に23歳未満とする｡ 

(2) 外国籍の院生は､(日本棋院院生制度規定第12条参照)特例措置がある｡ 

 

第7条(採用試験による採用人数)   

採用試験による棋士の採用数は､下表の通りとする｡ 

 

  2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度 

 正棋士 5名 5名 4名 3名 4名 3名 

(東京本院･夏季採用) 1名※1 1名※1 1名※1 1名※1 1名※1 1名※1 

(東京本院･冬季採用試験) 2名※2 2名※2 1名※2 1名※2 1名※2 1名※2 

(関西総本部採用試験) 1名※2 1名※1 1名※1 1名※3  1名※1 
 

(中部総本部採用試験) 1名※1 1名※2 1名※1 
 

1名※1  1名※3 

  女流特別採用棋士 1名 1名 0名 1名 0名 1名 

合計 6名 6名 4名 4名 4名 4名 

※1 院生のみの試験  

※2 外来も参加可  

※3 中部総本部･関西総本部による統合試験で1名採用｡ 

なお､外来は中部総本部･関西総本部で3年以上の院生経験者のみ参加可とする｡ 

 注：女流特別採用推薦棋士､外国籍特別採用棋士､英才特別採用推薦棋士の 

採用については､第9条､細則に記載 

 

第8条(採用棋士の所属) 

(1) 東京本院で採用された者の所属は東京本院となるが､本人の希望があれば､ 

 関西総本部､中部総本部とすることを認める｡ 

(2) 関西総本部､中部総本部で採用された者は､院生時に所属していた総本部に原則として 

 6年間所属すること｡ 

 付則:第8条第2項の適用は2028年度以降とする｡ 

 なお､2027年度以前に採用された者については､ 

 改定前の規定(7年間所属すること)に従うものとする｡ 

(3) 英才特別採用推薦棋士として採用されたものは､本人の希望によって所属を決める 

 ことができる｡また第8条第2項の対象とはならないものとする｡ 
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(4) 統合試験1位の者は､希望により中部総本部または関西総本部を選択し､所属すること｡ 

 

第9条(特別採用棋士の資格等) 

   女流特別採用棋士､女流特別採用推薦棋士､外国籍特別採用棋士､英才特別採用推薦棋士の資格  

   等は次の通りとする｡ 

(1) 特別採用棋士は同段位の正棋士が参加できる棋戦に参加できる｡ 

(2) 女流特別採用棋士､外国籍特別採用棋士が所定の成績を収めて三段以上に昇段した場合

は､翌年度4月1日付で正棋士三段以上に資格を変更する｡ 

女流特別採用推薦棋士が所定の成績を収めて四段以上に昇段した場合は翌年度4月1日

付けで正棋士四段以上に資格を変更する｡英才特別採用推薦棋士について､男子の場合､

所定の成績を収めて七段以上に昇段した場合は翌年度4月1日付けで正棋士七段以上に

資格を変更する｡英才特別採用推薦棋士について､女子の場合､所定の成績を収めて五段

以上に昇段した場合は翌年度4月1日付けで正棋士五段以上に資格を変更する｡(昇段に

ついては日本棋院対局管理規定に基づく) 

(3) 特別採用棋士が公式棋戦(細則6第1条 注1)で優勝または特に優秀な成績を収めた場合

は､｢細則6｣にて､同段位の正棋士に資格を変更する｡ 

(4) 特別採用棋士の日本棋院における席次は同段位の正棋士の下位とする｡ 

(5) 特別採用棋士に棋士給与は支給されない｡また､棋士第二年金のみ加入となる｡  

(6) 特別採用棋士の棋戦対局料は｢細則7｣に定める｡ 

 

第10条(見直し) 

本規程は､原則として2年毎に見直すこととする｡ 

常務理事会で判断した場合は必要に応じて見直しを行う｡ 

重要な変更に関しては､2年以上の経過処置を取る｡ 

 
 

｢日本棋院棋士採用規程｣細則1 

正棋士採用 

第1条(目的) 

日本棋院は本規程の｢総則｣および｢細則1｣に基づき､正棋士を以下の通り採用する｡ 

 

第2条(採用人数) 

正棋士の採用人数は､毎年度3名から4名とし､その内訳は以下の通りとする｡ 

(1)東京本院の夏季採用は､東京本院院生のうち 4月､5月､6月の研修で総合成績1位の者を採

用する｡ 

(2)東京本院の冬季採用は､採用試験により上位1名を採用する｡ 

(3)関西総本部は隔年で院生による採用試験により､上位1名を採用する｡ 

(4)中部総本部は隔年で院生による採用試験により､上位1名を採用する｡ 

(5)関西総本部と中部総本部は隔年で統合採用試験を実施し上位1名を採用する｡ 

参加資格者は院生または関西総本部か中部総本部で3年以上院生経験のある外来参加者。 

付則:2026年度､2027年度は第7条の表のとおり従来通りとする｡ 
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第3条(試験実施条件) 

(1)採用試験を実施するにあたり､総参加者の最低人数は8人以上を基準とする｡8人に満たな

い場合は､総務人事部担当常務理事と院生師範で実施方法を協議し､常務理事会の承認を経

て当年の採用試験を実施する｡ 

 
 

｢日本棋院棋士採用規程｣細則2 

女流特別採用棋士 

第1条(採用目的) 

囲碁普及活動の増進と女流専門棋界の拡充による囲碁界の発展を目的として､本規程の｢総則｣

および｢細則2｣に基づき､女流特別採用棋士を採用する｡ 

 

第2条(資格と責務) 

女流特別採用棋士の資格は｢総則｣第9条に定める｡なお､女流特別採用棋士は日本棋院の普及

事業への協力を責務とする｡ 

 

第3条(採用人数) 

女流特別採用棋士の採用人数は､隔年1名とする｡ 

2028年度採用から適用し、2028年度は0名､2029年度は1名､以降隔年の採用とする｡ 

付則：2026・2027年度採用は従来通りとする。 

 

第4条(採用試験の開催場所) 

採用試験が開催される場所は､東京本院とする｡ 

 

第5条(受験資格)  

(1)女流特別採用棋士採用試験は､正棋士採用試験の終了後に実施し､上位 1 名を女流特別採用

棋士として採用する｡ 

(2)女流特別採用棋士採用試験を受験できる者は日本棋院の女子院生および女子外来者とする｡ 

 

第6条(院生の参加枠) 

(1)本院及び関西総本部･中部総本部の院生でそれぞれの院生師範の推薦で各最大 2 名､ｼｰﾄﾞで

本戦に出場できる｡ 

(2)合同予選に参加する院生は､東京本院で最大6名､関西総本部･中部総本部で各最大2名まで

とする｡その選出方法は東京本院･及び関西総本部･中部総本部のそれぞれの実施細則に定め

る｡ 

 

第7条(試験実施条件) 

(1)採用試験を実施するにあたり､総参加者の最低人数は 8 人以上を基準とする｡8 人に満たな

い場合は総務担当常務理事と院生師範で実施方法を協議し､常務理事会の承認を経て当年

の採用試験を実施する｡ 
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｢日本棋院棋士採用規程｣細則3 

女流特別採用推薦棋士 

第1条(採用目的) 

囲碁普及活動の増進と女流専門棋界の拡充による囲碁界の発展を目的として､女流特別採用推

薦棋士を採用することができる｡ 

 

第2条(資格と責務) 

女流特別採用推薦棋士の資格は｢総則｣第9条に定める｡なお､女流特別採用推薦枠棋士は日本

棋院の普及事業への協力を責務とする｡ 

 

第3条(推薦採用) 

   女流特別採用推薦棋士の採用は､院生師範が推薦する院生および院生経験者を対象とする｡ 

   推薦基準については次の通りとし、2028年度採用から適用する。 

 付則：2026・2027年度採用は従来通りとする。 

(1)東京本院で実施される3月期から10､11月期までの院生研修において､院生序列7位以内の

成績を通算で4回以上収めた者(繰り上げの順位は含めない)｡なお､10､11月期に実施される

冬季採用試験本戦は1回分とみなす｡ 

(2) 東京本院冬季採用試験本戦において勝率5割以上の成績を挙げた者｡ 

(3)関西総本部､中部総本部､統合棋士採用試験本戦ﾘｰｸﾞで上位の成績を収めるか､または院生

研修において安定して上位の成績を収め､且つ将来を嘱望され所属の院生師範全員の推薦

があった者｡ 

 

第4条(推薦枠) 

(1)上記第 3 条第 3 項の基準で推薦できる人数は関西総本部､中部総本部それぞれ 2 年に 1 名ま

でとする｡ 

(2)上記の推薦枠に外国籍特別採用推薦と英才特別採用推薦は含めないものとする｡ 

 

 

｢日本棋院棋士採用規程｣細則4 

外国籍特別採用棋士 

第1条(目的) 

囲碁の国際的な普及の増進を目的として､本規程の｢総則｣および｢細則4｣に基づき､優秀な外国籍

の院生および院生経験者を外国籍特別採用棋士として採用することができる｡ 

 

第2条(外国籍) 

  本規程において､外国籍の者に囲碁先進国･地域〔日本､中国(中華人民共和国)､韓国(大韓民国)､ 

  台湾(中華民国)､北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)〕の国籍を有する者を含まない｡ 

 

第3条(資格と責務) 

 外国籍特別採用棋士の資格は｢総則｣第9条に定める｡なお､外国籍特別採用棋士は日本棋院 

 の海外および国内の普及事業に積極的に協力することとする｡ 
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第4条(推薦採用) 

外国籍特別採用棋士の採用は､院生師範が推薦する外国籍の院生および院生経験者を対象とす

る｡なお､院生師範の推薦にあたっては次の条件を目安とし、2028年度採用から適用される。 

付則：2026・2027年度採用は従来通りとする。 

(1) 研修態度､生活態度が共に良好で､囲碁に対する熱意が高いこと｡ 

(2) 日常生活に支障がない程度の日本語を話せること｡ 

(3) 研修期間が2年程度で､aまたはbの条件を満たすこと｡ 

 a.東京本院の冬季棋士採用試験本戦で勝率7割以上の成績｡ 

 b.東京本院の夏季採用及び冬季棋士採用試験本戦で3回以上､上位3位以内であった場合｡ 

(4) 採用年齢は､本規程｢総則｣第6条に定める通りとし､特別の場合に限り例外が認められる｡ 

 
 

｢日本棋院棋士採用規程｣細則5 

英才特別採用推薦棋士 

第１条 (採用目的) 

   我が国の伝統文化である棋道の継承発展､内外への普及振興を目的として､囲碁世界戦で優勝する 

 など､目標達成のために棋戦に参加し､最高ﾚﾍﾞﾙの教育･訓練を受けることが出来る者を 

   日本棋院所属棋士の推薦により英才特別採用推薦棋士として採用することができる｡ 

 

第２条 (採用基準) 

   候補者の実績と将来性を評価し､日本棋院の現役7大ﾀｲﾄﾙ保持者および､ 

 ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ監督とｺｰﾁ 3分の2以上の賛成により､審査会及び常務理事会を経て決定する｡ 

 尚､日本棋院の棋士2名以上の推薦があるものを候補者とする｡ 

 

第3条 (資格と責務) 

   英才特別採用推薦棋士の資格は｢総則｣第9条に定める｡ 

 なお､日本棋院のﾏｽｺﾐ対応等への協力も責務とする｡ 

 

第4条 (採用年齢) 

   原則として小学生とする｡ 

 
 

｢日本棋院棋士採用規程｣細則6 

棋戦成績に基づく特別採用棋士の資格変更 

第1条(細則) 

本規程の｢総則｣第9条第3項および｢細則5｣に基づき､特別採用棋士が公式棋戦(注1)で優勝ま

たは特に優秀な成績を収めた場合は､翌年度4月1日付で同段位の正棋士に資格を変更する｡ 

注1 公式棋戦とは日本棋院が公式と認定した棋戦｡ 

 

第2条(見直し) 

前条について､形態変更等があった場合はその都度見直すこととする｡  
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｢日本棋院棋士採用規程｣細則7 

特別採用棋士の対局料 

第1条(細則) 

特別採用棋士は棋戦に正棋士と同様に参加できるが､対局料の一部については正棋士と異なる｡

本規程の｢総則｣第9条第6項および｢細則7｣に基づき､特別採用棋士の対局料を定める｡ 

 

第2条(対局料) 

特別採用棋士の棋戦対局料を､同段位正棋士の対局料基準に基づいて次の通りとする｡ 

(1) 棋戦で最下位の予選に参加する場合､初戦の対局料を基準の1/2の金額とする｡ 

(2) 2戦目以降の対局料は基準の全額(正棋士と同等)とする｡ 

(3) 棋戦で最下位より上位の予選に参加する場合の対局料は､初戦から基準の全額(正棋士と同  

等)とする｡ 

 

第3条(試採用棋士の対局料) 

本規程の｢細則1｣第2条第1項による試採用棋士について､棋戦対局料は本規程に基づく特別採用

棋士の対局料と同じとする｡ 

 
 

｢日本棋院棋士採用規程｣細則8 

採用棋士の公式戦手合開始時期と採用日について 

 

第1条(細則) 

日本棋院の棋士採用規定に準じて7月末までに入段を内定したものは､9月1日から翌年4

月1日の正式採用までの期間を試採用棋士として対局に臨むことができる｡ 

11月末までに入段を内定したものは1月1日から4月1日の正式採用までの期間を試採用

棋士として対局に臨むことができる｡ 

12月1日以降に入段を内定したものは4月1日から正棋士もしくは特別採用棋士として対

局に臨むことができる｡ 

 

第2条(資格) 

9月1日または1月1日から対局を開始したものは､特別採用棋士に準じた扱いとする｡ 

 

第3条(入段日及び記録) 

対局開始時期に関わらず､採用された者は4月1日付で入段したものとする ｡ 

ただし､対局に関わる記録は試採用期間開始日を起点とする｡ 

 


